
昭
和
四
十
七
年
総
理
府
令
第
三
十
九
号

悪
臭
防
止
法
施
行
規
則

悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
規
制
（
第
一
条―

第
七
条
）

第
二
章
　
測
定
の
委
託
（
第
八
条
・
第
九
条
）

第
三
章
　
臭
気
測
定
業
務
従
事
者

第
一
節
　
責
務
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
二
節
　
臭
気
判
定
士
免
状
（
第
十
二
条―

第
十
七
条
）

第
三
節
　
臭
気
判
定
士
試
験
（
第
十
八
条―

第
二
十
条
）

第
四
節
　

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査
（
第
二
十
一
条
）

第
五
節
　
指
定
機
関
（
第
二
十
二
条―

第
二
十
四
条
）

第
六
節
　
手
数
料
等
（
第
二
十
五
条―
第
二
十
七
条
）

附
則

第
一
章
　
規
制

（
臭
気
指
数
の
算
定
）

第
一
条
　
悪
臭
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
気
体
又
は
水
に
係
る
臭
気
指
数

の
算
定
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
試
料
と
す
る
気
体
又
は
水
の
臭
気
を
人
間
の

き
ゆ
う

嗅

覚
で
感
知
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
ま
で
気
体
又
は
水
の
希
釈
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
希
釈
の
倍
数
（
以
下
「
臭
気
濃

度
」
と
い
う
。
）
を
求
め
、
当
該
臭
気
濃
度
の
値
の
対
数
に
十
を
乗
じ
た
値
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

（
敷
地
境
界
線
に
お
け
る
特
定
悪
臭
物
質
の
濃
度
に
係
る
規
制
基
準
の
範
囲
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
悪
臭
物

質
（
以
下
「
特
定
悪
臭
物
質
」
と
い
う
。
）
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
排
出
口
に
お
け
る
特
定
悪
臭
物
質
の
流
量
又
は
濃
度
に
係
る
規
制
基
準
の
設
定
方
法
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
特
定
悪
臭
物
質
（
メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
、

硫
化
メ
チ
ル
、
二
硫
化
メ
チ
ル
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
ス
チ
レ
ン
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
、
ノ
ル
マ
ル
酪
酸
、
ノ
ル

マ
ル
吉
草
酸
及
び
イ
ソ
吉
草
酸
を
除
く
。
）
の
種
類
ご
と
に
次
の
式
に
よ
り
流
量
を
算
出
す
る
方
法
と
す
る
。

ｑ＝

０
．
１
０
８×

Ｈ
ｅ
２

・
Ｃ
ｍ

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
ｑ
、
Ｈ
ｅ
及
び
Ｃ
ｍ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｑ
　
流
量
（
単
位
　
温
度
零
度
、
圧
力
一
気
圧
の
状
態
に
換
算
し
た
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
時
）

Ｈ
ｅ
　
次
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
排
出
口
の
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

Ｃ
ｍ
　
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
制
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
値
（
単
位
　
百
万
分
率
）

次
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
排
出
口
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
未
満
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

こ
の
式
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
）

２
　
排
出
口
の
高
さ
の
補
正
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

Ｈ
ｅ＝

Ｈ
ｏ
＋
０
．
６
５
（
Ｈ
ｍ
＋
Ｈ
ｔ
）

Ｈ
ｍ＝

（
０
．
７
９
５√

（
Ｑ
・
Ｖ
）
）
／
（
１
＋
（
２
．
５
８
／
Ｖ
）
）

Ｈ
ｔ＝

２
．
０
１×

１
０－

３

・
Ｑ
・
（
Ｔ－

２
８
８
）
・
（
２
．
３
０
ｌ
ｏ
ｇ
Ｊ
＋
（
１
／
Ｊ
）－

１
）

Ｊ＝

（
１
／√

（
Ｑ
・
Ｖ
）
）
（
１
４
６
０－

２
９
６×

（
Ｖ
／
（
Ｔ－

２
８
８
）
）
）
＋
１

（
こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
Ｈ
ｅ
、
Ｈ
ｏ
、
Ｑ
、
Ｖ
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｈ
ｅ
　
補
正
さ
れ
た
排
出
口
の
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

Ｈ
ｏ
　
排
出
口
の
実
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

Ｑ
　
温
度
十
五
度
に
お
け
る
排
出
ガ
ス
の
流
量
（
単
位
　
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
）

Ｖ
　
排
出
ガ
ス
の
排
出
速
度
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
毎
秒
）

Ｔ
　
排
出
ガ
ス
の
温
度
（
単
位
　
絶
対
温
度
）
）

（
排
出
水
中
に
お
け
る
特
定
悪
臭
物
質
の
濃
度
に
係
る
規
制
基
準
の
設
定
方
法
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
特
定
悪
臭
物
質
（
ア
ン
モ
ニ
ア
、
ト
リ
メ
チ

ル
ア
ミ
ン
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
ノ
ル
マ
ル
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
イ
ソ
ブ
チ
ル

ア
ル
デ
ヒ
ド
、
ノ
ル
マ
ル
バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
イ
ソ
バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
イ
ソ
ブ
タ
ノ
ー
ル
、
酢
酸
エ
チ

ル
、
メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン
、
ト
ル
エ
ン
、
ス
チ
レ
ン
、
キ
シ
レ
ン
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
、
ノ
ル
マ
ル
酪
酸
、

ノ
ル
マ
ル
吉
草
酸
及
び
イ
ソ
吉
草
酸
を
除
く
。
）
の
種
類
ご
と
に
次
の
式
に
よ
り
排
出
水
中
の
濃
度
を
算
出
す
る

方
法
と
す
る
。

Ｃ
Ｌ
ｍ＝

ｋ×

Ｃ
ｍ

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｌ
ｍ
、
ｋ
及
び
Ｃ
ｍ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｃ
Ｌ
ｍ
　
排
出
水
中
の
濃
度
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

ｋ
　
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
特
定
悪
臭
物
質
の
種
類
及
び
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
当
該
事
業
場
か
ら

敷
地
外
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
量
ご
と
に
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
値
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ

グ
ラ
ム
）

Ｃ
ｍ
　
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
制
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
値
（
単
位
　
百
万
分
率
）
）

（
特
定
悪
臭
物
質
の
測
定
方
法
）

第
五
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
制
基
準
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
特
定
悪
臭
物
質
の
測
定
の
方
法
は
、
環
境
大

臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
敷
地
境
界
線
に
お
け
る
臭
気
指
数
に
係
る
規
制
基
準
の
範
囲
）

第
六
条
　
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
大
気
の
臭
気
指
数
が
十
以
上
二
十
一
以
下
と

す
る
。

（
排
出
口
に
お
け
る
臭
気
排
出
強
度
及
び
臭
気
指
数
に
係
る
規
制
基
準
の
設
定
方
法
）

第
六
条
の
二
　
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
の
排
出
口
の
高
さ
の
区
分
ご

と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
排
出
ガ
ス
の
臭
気
指
数
と
し
て
同
項
第
二
号
の
規
制
基
準

を
定
め
る
場
合
、
そ
の
値
は
同
項
第
一
号
の
規
制
基
準
と
し
て
定
め
る
値
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
排
出
口
の
実
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
施
設
　
イ
に
定
め
る
式
に
よ
り
臭
気
排
出
強
度
（
排
出
ガ
ス
の

臭
気
指
数
及
び
流
量
を
基
礎
と
し
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
量
を
算
出
す
る
方
法

イ
　
次
に
定
め
る
式
に
よ
り
臭
気
排
出
強
度
の
量
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

ｑｔ＝

（
６
０×

１
０
Ａ

）
／

Ｆｍａｘ

Ａ＝

（
Ｌ
／
１
０
）－

０
．
２
２
５
５

（
こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
ｑｔ
、

Ｆｍａｘ
及
び
Ｌ
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｑｔ
　
排
出
ガ
ス
の
臭
気
排
出
強
度
（
単
位
　
温
度
零
度
、
圧
力
一
気
圧
の
状
態
に
換
算
し
た
立
方
メ
ー
ト
ル

毎
分
）

Ｆｍａｘ
　
別
表
第
三
に
定
め
る
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
Ｆ
（
ｘ
）
（
温
度
零
度
、
圧
力
一
気
圧
の
状
態
に
お
け
る

臭
気
排
出
強
度
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
に
対
す
る
排
出
口
か
ら
の
風
下
距
離
ｘ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）
に

お
け
る
地
上
で
の
臭
気
濃
度
）
の

大
値
（
単
位
　
温
度
零
度
、
圧
力
一
気
圧
の
状
態
に
換
算
し
た
秒
毎

立
方
メ
ー
ト
ル
）
。
た
だ
し
、
Ｆ
（
ｘ
）
の

大
値
と
し
て
算
出
さ
れ
る
値
が
一
を
排
出
ガ
ス
の
流
量
（
単

位
　
温
度
零
度
、
圧
力
一
気
圧
の
状
態
に
換
算
し
た
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
）
で
除
し
た
値
を
超
え
る
と
き

は
、
一
を
排
出
ガ
ス
の
流
量
で
除
し
た
値
と
す
る
。

Ｌ
　
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
制
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
値
）

1



ロ
　
イ
に
規
定
す
る

Ｆｍａｘ
の
値
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
条
件
に
よ
り
算

出
す
る
も
の
と
す
る
。

（１）
　
次
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
初
期
排
出
高
さ
が
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出

さ
れ
る
周
辺

大
建
物
（
対
象
と
な
る
事
業
場
の
敷
地
内
の
建
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
建
築
物
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三

百
三
十
八
号
）
第
百
三
十
八
条
第
四
項
で
指
定
す
る
工
作
物
を
い
う
。
）
で
、
排
出
口
か
ら
当
該
建
物
の

高
さ
の
十
倍
の
距
離
以
内
の
範
囲
に
当
該
建
物
の
一
部
若
し
く
は
全
部
が
含
ま
れ
る
も
の
の
う
ち
、
高
さ

が

大
の
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
の
高
さ
（
以
下
「
周
辺

大
建
物
の
高
さ
」
と
い
う
。
）
の
二
・
五
倍
以

上
と
な
る
場
合
　
排
出
口
か
ら
の
風
下
距
離
が
排
出
口
と
敷
地
境
界
の

短
距
離
以
上
と
な
る
区
間
に
お

け
る

大
値

（２）
　
次
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
初
期
排
出
高
さ
が
、
周
辺

大
建
物
の
高
さ
の
二
・
五
倍
未

満
と
な
る
場
合
　
排
出
口
か
ら
の
風
下
距
離
が
た
だ
し
書
き
に
よ
り
定
め
る
Ｒ
以
上
と
な
る
区
間
に
お
け

る

大
値
。
た
だ
し
、
Ｒ
は
排
出
口
と
敷
地
境
界
の

短
距
離
と
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
で
算
出
さ

れ
る
周
辺

大
建
物
と
敷
地
境
界
の

短
距
離
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
小
さ
い
値

二
　
排
出
口
の
実
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
施
設
　
次
の
式
に
よ
り
排
出
ガ
ス
の
臭
気
指
数
を
算
出
す
る

方
法Ｉ＝

１
０×

ｌ
ｏ
ｇ
Ｃ

Ｃ＝

Ｋ×

Ｈｂ
２×

１
０
Ｂ

Ｂ＝

Ｌ
／
１
０

（
こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
Ｉ
、
Ｋ
、
Ｈｂ
及
び
Ｌ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｉ
　
排
出
ガ
ス
の
臭
気
指
数

Ｋ
　
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
排
出
口
の
口
径
の
区
分
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
。
た
だ
し
、
排
出

口
の
形
状
が
円
形
で
な
い
場
合
、
排
出
口
の
口
径
は
そ
の
断
面
積
を
円
の
面
積
と
み
な
し
た
と
き
の
円
の

直
径
と
す
る
。

排
出
口
の
口
径
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合

〇
・
六
九

排
出
口
の
口
径
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
九
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合

〇
・
二
〇

排
出
口
の
口
径
が
〇
・
九
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合

〇
・
一
〇

Ｈｂ周
辺

大
建
物
の
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）
。
た
だ
し
、
算
出
さ
れ
る
値
が
十
未
満
で
あ
る
場
合
又
は
十
以

上
で
あ
っ
て
排
出
口
の
実
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）
の
値
の
一
・
五
倍
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
欄
に

掲
げ
る
算
出
さ
れ
る
値
の
大
き
さ
及
び
第
二
欄
に
掲
げ
る
排
出
口
の
実
高
さ
ご
と
に
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ

る
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。

十
未
満

六
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上
十
メ
ー
ト
ル

　

六
・
七
メ
ー
ト
ル
未
満
排
出
口
の
実
高
さ
の
一
・
五
倍

十
以
上
で
あ
っ
て
排
出
口
の
実
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

の
値
の
一
・
五
倍
以
上

　

排
出
口
の
実
高
さ
の
一
・
五
倍

Ｌ法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
制
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
値
）

２
　
初
期
排
出
高
さ
の
算
出
は
、
次
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
が

排
出
口
の
実
高
さ
の
値
を
超
え
る
場
合
、
初
期
排
出
高
さ
は
排
出
口
の
実
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。

Ｈｉ＝

Ｈｏ
＋
２
（
Ｖ－

１
．
５
）
Ｄ

（
こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
Ｈｉ
、
Ｈｏ
、
Ｖ
及
び
Ｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｈｉ
　
初
期
排
出
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

Ｈｏ
　
排
出
口
の
実
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

Ｖ
　
排
出
ガ
ス
の
排
出
速
度
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
毎
秒
）

Ｄ
　
排
出
口
の
口
径
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）
。
た
だ
し
、
排
出
口
の
形
状
が
円
形
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
断

面
積
を
円
の
面
積
と
み
な
し
た
と
き
の
円
の
直
径
と
す
る
。
）

（
排
出
水
に
お
け
る
臭
気
指
数
に
係
る
規
制
基
準
の
設
定
方
法
）

第
六
条
の
三
　
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
式
に
よ
り
排
出
水
の
臭
気
指
数
を

算
出
す
る
方
法
と
す
る
。

Ｉ
ｗ＝

Ｌ
＋
１
６

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｉ
ｗ
及
び
Ｌ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｉ
ｗ
　
排
出
水
の
臭
気
指
数

Ｌ
　
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
制
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
値
）

（
公
示
）

第
七
条
　
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
都
道
府
県
又
は
市
の
公
報
に
掲
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
測
定
の
委
託

（
特
定
悪
臭
物
質
の
濃
度
の
測
定
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
要
件
）

第
八
条
　
法
第
十
二
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
大
気
（
大
気
中
に
放
出
さ
れ
る
気
体
を
含
む
。
）
又
は
水

中
の
物
質
の
濃
度
の
計
量
証
明
の
事
業
に
関
し
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
た
者
並
び
に
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
独

立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て
当

該
計
量
証
明
の
事
業
を
適
正
に
行
う
能
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
委
託
の
方
法
）

第
九
条
　
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
臭
気
指
数
及
び
臭
気
排
出
強
度
（
以
下
「
臭
気
指
数
等
」
と
い
う
。
）
に
係

る
測
定
の
委
託
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
条
項
を
含
む
委
託
契
約
書
を
作
成
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
測
定
の
委
託
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
委
託
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
測
定
に
関
し
受
託
者
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
受
託
者

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二
　
受
託
者
が
法
第
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
委
託
に
係
る
測
定
の
業
務
に
関

し
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
委
託
者
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

２
　
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
臭
気
指
数
等
に
係
る
測
定
を
同
条
の
臭
気
測
定
業
務
従
事
者
又
は
臭
気
指
数
等
に

係
る
測
定
の
業
務
を
行
う
法
人
（
当
該
測
定
を
同
条
の
臭
気
測
定
業
務
従
事
者
に
実
施
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
委
託
し
た
者
は
、
当
該
委
託
に
係
る
測
定
の
業
務
に
関
し
受
託
者
に
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
、
当
該
委

託
の
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
当
該
契
約
に
関
す
る
書
類
の
写
し
並
び
に
当
該
契
約
を
解
除
し
た
日
及
び
そ
の

理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
臭
気
測
定
業
務
従
事
者

第
一
節
　
責
務
等

第
十
条
　
臭
気
測
定
業
務
従
事
者
は
、
臭
気
指
数
等
に
係
る
測
定
の
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
厳
正
を
保
持
し
、
不

正
の
行
為
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臭
気
測
定
業
務
従
事
者
）

第
十
一
条
　
法
第
十
二
条
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
条
件
は
、
臭
気
判
定
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と

と
す
る
。
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第
二
節
　
臭
気
判
定
士
免
状

（
臭
気
判
定
士
免
状
）

第
十
二
条
　
臭
気
判
定
士
免
状
（
以
下
「
免
状
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
試
験
（
以
下
「
臭
気
判

定
士
試
験
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
の

き
ゆ
う

嗅

覚
に
つ
い
て
の
適
性
検
査
（
以
下
「

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査
」
と
い
う
。
）
に
合
格

し
た
者
に
対
し
、
環
境
大
臣
が
交
付
す
る
。

２
　
免
状
の
有
効
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

３
　
免
状
の
様
式
は
、
様
式
第
一
号
と
す
る
。

（
免
状
の
申
請
手
続
）

第
十
三
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

二
　
臭
気
判
定
士
試
験
の
合
格
証
書

三
　
申
請
書
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
に
受
け
た

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査
の
合
格
証
書

（
免
状
の
更
新
）

第
十
四
条
　
免
状
の
有
効
期
間
の
更
新
（
以
下
「
免
状
の
更
新
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
免

状
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
六
月
前
か
ら
当
該
免
状
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
、

き
ゆ
う

嗅

覚
検

査
を
受
け
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
申
請
書
に
当
該

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査
の
合
格
証
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
環
境
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、
病
気
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
、
免
状
の
有
効
期
間

が
満
了
す
る
日
ま
で
に
、

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査
を
受
け
、
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
や
む
を

得
な
い
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査
を
受
け
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
申
請
書
に

当
該

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査
の
合
格
証
書
及
び
当
該
や
む
を
得
な
い
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
、
免
状
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
免
状
の
更
新
は
、
更
新
申
請
者
が
現
に
有
す
る
免
状
と
引
換
え
に
新
た
な
免
状
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
免
状
の
再
交
付
）

第
十
五
条
　
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
免
状
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
環
境
大
臣
に
免
状

の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
四
号
の
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
免
状
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
者
が
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
申
請
書
に
そ
の
免
状
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
免
状
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
っ
た
免
状
を
発
見
し
た
と
き
は
、
五
日

以
内
に
、
当
該
失
っ
た
免
状
を
環
境
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
状
の
書
換
え
）

第
十
六
条
　
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
免
状
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
免
状
に
戸
籍
の
謄

本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
を
添
え
て
、
環
境
大
臣
に
免
状
の
書
換
え
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
五
号
の
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
免
状
の
交
付
の
取
消
し
等
）

第
十
七
条
　
環
境
大
臣
は
、
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
が
臭
気
指
数
等
に
係
る
測
定
に
関
し
不
正
の
行
為
を
行
っ
た

と
認
め
る
と
き
又
は
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
免
状
の
交
付
を
取
り
消

す
も
の
と
す
る
。

２
　
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
免
状
の
交
付
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、

当
該
免
状
を
環
境
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
死
亡
し
、
又
は
失
そ
う
の
宣
告
を
受
け
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
死
亡
又
は
失
そ
う
の
届
出
義
務
者
は
、
一
月
以
内
に
、
環
境
大
臣
に
当

該
免
状
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
臭
気
判
定
士
試
験

（
臭
気
判
定
士
試
験
）

第
十
八
条
　
環
境
大
臣
は
、
臭
気
判
定
士
試
験
を
行
う
期
日
及
び
場
所
並
び
に
受
験
申
請
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出

先
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
臭
気
判
定
士
試
験
の
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　

き
ゆ
う

嗅

覚
概
論

二
　
悪
臭
防
止
行
政

三
　
悪
臭
測
定
概
論

四
　
分
析
統
計
概
論

五
　
臭
気
指
数
等
に
係
る
測
定
の
実
務

３
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
臭
気
判
定
士
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
試
験
日
に
お
い
て
十
八
歳
以
上
で
な
い
者

二
　
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
状
の
交
付
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者

三
　
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

（
受
験
の
申
請
）

第
十
九
条
　
臭
気
判
定
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
る
受
験
申
請
書
に
年
齢
を
証
す
る
書

類
及
び
写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
を
添
え
て
、
こ
れ
を
環
境
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
格
証
書
の
交
付
）

第
二
十
条
　
環
境
大
臣
は
、
臭
気
判
定
士
試
験
に
合
格
し
た
者
に
様
式
第
八
号
の
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

第
四
節
　

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査

第
二
十
一
条
　
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
一
号
、
第
十
九
条
並
び
に
第
二
十
条
の
規
定
は
、

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
中
「
様
式
第
七
号
に
よ
る
受
験
申
請
書
」
と
あ
る
の
は

「
様
式
第
九
号
に
よ
る

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査
受
検
申
請
書
」
と
、
第
二
十
条
中
「
様
式
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
十

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
節
　
指
定
機
関

（
指
定
機
関
）

第
二
十
二
条
　
環
境
大
臣
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
機
関
（
以
下
「
指
定
機
関
」
と
い
う
。
）
に

同
項
に
規
定
す
る
試
験
検
査
事
務
（
以
下
「
試
験
検
査
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、

試
験
検
査
事
務
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
環
境
大
臣
は
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
免
状
に
関
す
る
事
務
（
以

下
「
免
状
に
関
す
る
事
務
」
と
い
う
。
）
を
指
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
免
状
に
関
す
る
事
務
に
準
用
す
る
。

４
　
指
定
機
関
が
試
験
検
査
事
務
及
び
免
状
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま

で
、
第
十
七
条
第
三
項
、
第
十
九
条
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
条
（
前
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
環
境
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、

「
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
二
十
三
条
　
指
定
機
関
の
指
定
は
、
試
験
検
査
事
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２
　
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ

を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
末
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

四
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
並
び
に
当
該
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
か

ら
申
請
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
の
事
業
の
実
施
及

び
収
支
に
係
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

五
　
試
験
検
査
事
務
の
実
施
に
関
す
る
事
務
組
織
を
記
載
し
た
書
類

六
　
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
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３
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
試
験
検
査
事
務
に
係
る
事
業
と
他
の
事
業
に
係
る
事
項
を
区
分
し
て
記
載
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
の
付
款
）

第
二
十
四
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
指
定
に
は
、
期
限
を
付
し
、
又
は
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
必
要
な
条
件

を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
指
定
機
関
の
役
員
の
選
任
又
は
解
任

二
　
指
定
機
関
の
試
験
委
員
（
指
定
機
関
が
、
臭
気
判
定
士
試
験
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
臭
気
指
数
等
に
係
る
測

定
に
関
す
る
必
要
な
知
識
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
務
を

行
う
者
を
い
う
。
）
又
は
検
査
委
員
（
指
定
機
関
が

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
臭
気
指
数
に
係
る
測
定

に
関
す
る

き
ゆ
う

嗅

覚
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当

該
事
務
を
行
う
者
を
い
う
。
）
の
選
任
又
は
解
任

三
　
試
験
検
査
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
の
作
成
又
は
変
更

四
　
臭
気
判
定
士
試
験
及
び

き
ゆ
う

嗅

覚
検
査
の
結
果
の
環
境
大
臣
へ
の
報
告

五
　
指
定
の
取
消
し

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
試
験
検
査
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

第
六
節
　
手
数
料
等

（
手
数
料
）

第
二
十
五
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
（
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
指
定
機
関
に
免
状
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
機
関
）
に
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
二
条
第
一
項
の
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
三
千
五
百
円

二
　
第
十
四
条
第
一
項
の
免
状
の
更
新
、
第
十
五
条
第
一
項
の
免
状
の
再
交
付
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
免
状
の

書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
三
千
円

２
　
指
定
機
関
に
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
指
定
機
関
の
収
入
と
す
る
。

（
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
六
条
　
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
（
第
二
十

一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
並
び
に
そ
の
添
付
書
類
（
以
下

「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
等
に
明
示
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク

及
び
様
式
第
十
二
号
の
光
デ
ィ
ス
ク
提
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
光
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
二
十
七
条
　
前
条
の
光
デ
ィ
ス
ク
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
二
又
は
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
三
に
適
合
す
る
直
径
百
二

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

二
　
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
九
又
は
Ｘ
〇
六
一
一
及
び
Ｘ
六
二
四
八
又
は
Ｘ
六
二
四
九
に
適
合
す
る
直
径
百
二

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
二
十
八
条
　
法
第
二
十
条
第
三
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
立
入
検
査
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
十
三
号
、
同
条
第
二
項
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
十
四
号
の
と
お
り
と

す
る
。附

　
則

こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
九
月
一
八
日
総
理
府
令
第
四
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
九
月
二
七
日
総
理
府
令
第
五
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
六
月
一
八
日
総
理
府
令
第
三
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
四
月
二
一
日
総
理
府
令
第
二
三
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
第
三
条
に
定
め
る

方
法
に
よ
り
算
出
し
た
排
出
水
中
の
濃
度
の
値
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満
の
場
合
に

係
る
排
出
水
中
の
濃
度
の
許
容
限
度
は
、
当
分
の
間
、
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
一
二
日
総
理
府
令
第
四
二
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
悪
臭
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
環
境
省
令
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
悪
臭
防
止
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
規
制
基
準
の
設

定
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
制
基
準
に
代
え
て
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
制
基
準
を
、
同
条

第
一
項
第
二
号
の
規
制
基
準
に
代
え
て
同
条
第
二
項
第
二
号
の
規
制
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際

き
ゆ
う

嗅

覚
を
用
い
る
臭
気
の
判
定
試
験
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
の
審
査
・
証
明
事
業
の

認
定
に
関
す
る
規
程
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
審
査
・
証
明
事
業
（
平
成
五
年
一
月
環
境
庁
告
示
第
四

号
）
に
よ
り
臭
気
判
定
技
士
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
登
録
臭
気
判
定
技
士
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正

悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
免

状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
と
み
な
す
。

４
　
環
境
庁
長
官
（
改
正
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
機
関
に
指
定
事
務
を

行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
機
関
）
は
、
登
録
臭
気
判
定
技
士
で
あ
っ
て
環
境
庁
長
官
が
指
定
す
る

臭
気
指
数
の
測
定
に
関
す
る
講
習
会
の
課
程
を
平
成
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
修
了
し
た
も
の
に
対
し
て
、

免
状
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
登
録
臭
気
判
定
技
士
が
臭
気
指
数
の
測
定
に
関
し
不
正
の
行
為
を

行
っ
た
と
認
め
る
と
き
又
は
登
録
臭
気
判
定
技
士
が
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
免
状
を
交
付
し
な
い

も
の
と
す
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
平
成
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
附
則

様
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
環
境
庁
長
官
（
改
正
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
第
二

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
機
関
に
指
定
事
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
機
関
）
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

二
　
登
録
臭
気
判
定
技
士
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
前
項
の
環
境
庁
長
官
が
指
定
す
る
臭
気
指
数
の
測
定
に
関
す
る
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

附
則
様
式

（
附
則
第
５
項
関
係
）
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附則様式（附則第5項関係） 収入印紙 消印しては ならない 臭気判定士免状申請書 ふりがな 生年月日年月日生 氏名 本籍 住所 登録臭気判定 年月日 技士の登録年 月日及び登録 （臭気判定技士登録番号号） 番号 上記により、悪臭防止法施行規則の一部を改正する総理府令附則第5項の 規定に基づいて臭気判定士免状の交付を受けたいので申請します。 年月日 氏名印 環境庁長官 殿 指定機関代表者 備考用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。  

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
総
理
府
令
第
六
二
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
臭
気
判
定
士
免
状
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
一
二
日
総
理
府
令
第
一
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
一
年
九
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一

項
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令
第
二
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
八
日
総
理
府
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
中
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
様
式
第
一
の
改
正
規
定
、
第
六
条
中
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
目
次
の

改
正
規
定
、
第
七
条
中
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
施
行
規
則
様
式
第
一
及
び
様
式
第
二
の
改
正
規
定
、

第
九
条
中
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
及
び
第
十
一
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
十
一
条
中
特

定
水
道
利
水
障
害
の
防
止
の
た
め
の
水
道
水
源
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
八
条

及
び
第
十
五
条
の
改
正
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
一
五
日
総
理
府
令
第
六
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
、
第
三
章
第
三
節
の
節

名
の
改
正
規
定
及
び
第
二
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令
第
九
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
一
日
環
境
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
臭
気
判
定
士
免
状
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
免
状
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧

規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
試
験
に
合
格
し
た
も
の
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
悪
臭
防
止
法
第
十
三
条

第
一
項
の
試
験
に
合
格
し
た
者
と
み
な
す
。

一
　
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
旧
規
則
第
十
八
条
の
試
験
に
合
格
し

た
者

二
　
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
前
に
旧
規
則
第
十
八
条
の
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
四
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
旧
規
則
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
講
習
を
受
け
た
も
の

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
有
効
な
旧
免
状
の
有
効
期
間
及
び
交
付
の
取
消
し
に
係
る
手
続
に
関
し
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
環
境
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
二
〇
日
環
境
省
令
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
証
明
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
三
日
環
境
省
令
第
三
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
講
習
に
関
す
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
講
習
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
環
境
省

令
第
三
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
第
一
号
に
よ
る
免
状
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
環
境
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
環
境
省
令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
五
日
環
境
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
八
日
環
境
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和

六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

一

ア
ン
モ
ニ
ア

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
一
以
上
百
万
分
の
五
以
下

二

メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ

ン

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
〇
二
以
上
百
万
分
の
〇
・
〇
一
以
下

三

硫
化
水
素

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
二
以
上
百
万
分
の
〇
・
二
以
下

四

硫
化
メ
チ
ル

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
一
以
上
百
万
分
の
〇
・
二
以
下

五

二
硫
化
メ
チ
ル

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
〇
九
以
上
百
万
分
の
〇
・
一
以
下

六

ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
〇
五
以
上
百
万
分
の
〇
・
〇
七
以
下

七

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
五
以
上
百
万
分
の
〇
・
五
以
下

八

プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ル
デ

ヒ
ド

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
五
以
上
百
万
分
の
〇
・
五
以
下

九

ノ
ル
マ
ル
ブ
チ
ル
ア

ル
デ
ヒ
ド

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
〇
九
以
上
百
万
分
の
〇
・
〇
八
以
下

十

イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
デ

ヒ
ド

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
二
以
上
百
万
分
の
〇
・
二
以
下

十
一

ノ
ル
マ
ル
バ
レ
ル
ア

ル
デ
ヒ
ド

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
〇
九
以
上
百
万
分
の
〇
・
〇
五
以
下

十
二

イ
ソ
バ
レ
ル
ア
ル
デ

ヒ
ド

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
〇
三
以
上
百
万
分
の
〇
・
〇
一
以
下

十
三

イ
ソ
ブ
タ
ノ
ー
ル

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
九
以
上
百
万
分
の
二
十
以
下

十
四

酢
酸
エ
チ
ル

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
三
以
上
百
万
分
の
二
十
以
下

十
五

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル

ケ
ト
ン

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
一
以
上
百
万
分
の
六
以
下

十
六

ト
ル
エ
ン

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
十
以
上
百
万
分
の
六
十
以
下

十
七

ス
チ
レ
ン

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
四
以
上
百
万
分
の
二
以
下

十
八

キ
シ
レ
ン

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
一
以
上
百
万
分
の
五
以
下

十
九

プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
三
以
上
百
万
分
の
〇
・
二
以
下

二
十

ノ
ル
マ
ル
酪
酸

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
〇
一
以
上
百
万
分
の
〇
・
〇
〇
六
以
下

二

十

一

ノ
ル
マ
ル
吉
草
酸

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
〇
〇
九
以
上
百
万
分
の
〇
・
〇
〇
四

以
下

二

十

二

イ
ソ
吉
草
酸

大
気
中
に
お
け
る
含
有
率
が
百
万
分
の
〇
・
〇
〇
一
以
上
百
万
分
の
〇
・
〇
一
以
下

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

一
メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
〇
・
〇
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
の
場
合

十
六

〇
・
〇
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
、
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下

の
場
合

三
・
四

〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
る
場
合

〇
・
七
一

二
硫
化
水
素

〇
・
〇
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
の
場
合

五
・
六

〇
・
〇
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
、
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下

の
場
合

一
・
二

〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
る
場
合

〇
・
二
六

三
硫
化
メ
チ
ル

〇
・
〇
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
の
場
合

三
十
二

〇
・
〇
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
、
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下

の
場
合

六
・
九

〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
る
場
合

一
・
四

四
二
硫
化
メ
チ
ル

〇
・
〇
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
の
場
合

六
十
三

〇
・
〇
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
、
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下

の
場
合

十
四
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〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
る
場
合

二
・
九

別
表
第
三
（
第
六
条
の
二
関
係
）

Ｆ
（
ｘ
）＝

（
１
／
３
．
１
４σ

ｙσ

ｚ

）
ｅ
ｘ
ｐ
（
（－

（
Ｈｅ
（
ｘ
）
）
２

）
／
（
２σ

ｚ
２

）
）

備
考

こ
の
式
に
お
い
て
、
ｘ
、σ

ｙ

、σ

ｚ

及
び
Ｈｅ
（
ｘ
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｘ
　
排
出
口
か
ら
の
風
下
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

σ

ｙ

　
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
周
辺

大
建
物
の
影
響
を
考
慮
し
て
算
出
さ
れ
る
、
排
出
口
か
ら
の
風
下

距
離
に
応
じ
た
排
出
ガ
ス
の
水
平
方
向
拡
散
幅
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

σ

ｚ

　
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
周
辺

大
建
物
の
影
響
を
考
慮
し
て
算
出
さ
れ
る
、
排
出
口
か
ら
の
風
下

距
離
に
応
じ
た
排
出
ガ
ス
の
鉛
直
方
向
拡
散
幅
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

Ｈｅ
（
ｘ
）
　
次
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
、
排
出
口
か
ら
の
風
下
距
離
に
応
じ
た
排
出
ガ
ス
の
流
れ
の
中
心
軸
の
高
さ

（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）
。
た
だ
し
、
次
式
に
お
け
る
Ｈｉ
とΔ

Ｈｄ
の
和
が
周
辺

大
建
物
の
高
さ
の
〇
・
五
倍
未
満
と

な
る
場
合
、
〇
メ
ー
ト
ル
。

Ｈｅ
（
ｘ
）＝

Ｈｉ
＋Δ

Ｈ
＋Δ

Ｈｄ

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｈｉ
、Δ

Ｈ
及
びΔ

Ｈｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｈｉ
　
第
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
初
期
排
出
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

Δ

Ｈ
　
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
、
排
出
口
か
ら
の
風
下
距
離
に
応
じ
た
排
出
ガ
ス
の
流
れ

の
中
心
軸
の
上
昇
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

Δ

Ｈｄ
　
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
初
期
排
出
高
さ
の
区
分
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
周
辺

大
建
物
の
影
響
に
よ
る
排
出
ガ
ス
の
流
れ
の
中
心
軸
の
低
下
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

　

　

　

　

Ｈｉ
が
Ｈｂ
未
満
の
場
合

－

１
．
５
Ｈ
ｂ

　

　

Ｈｉ
が
Ｈｂ
以
上
Ｈｂ
の
二
・
五
倍
未

満
の
場
合

Ｈｉ－

２
．
５
Ｈ
ｂ

　

　

Ｈｉ
が
Ｈｂ
の
二
・
五
倍
以
上
の
場

合

０

　

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｈｉ
は
第
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
初
期
排
出
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）
を
、

Ｈｂ
は
周
辺

大
建
物
の
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。
）

様
式
第
１
号
（
第
１
２
条
関
係
）

様式第1号（第12条関係）（平19環省令33・全改、令2環省令9・一部改正） 第号 臭気判定士免状 本籍地 （氏名） （生年月日）年月日生 悪臭防止法施行規則（昭和47年総理府令第39号）の規定により臭気判定士 免状を交付する。 年月日 環境大臣印 指定機関代表者 有効期間年月日まで 備考 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。 2備考欄には、臭気判定士免状の記載事項の変更（更新及び再交付の場合にあっては、臭気判定士免状の原交付年月日並びに更新である旨又は再交付である旨及び再交付の理由）について、その内容を記載すること。  

様
式
第
２
号
（
第
１
３
条
関
係
）

様式第2号（第13条関係）（平7総府令42・追加、平11総府令26・平12総府令94・平13環省令6・令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 収入印紙 （ 消印しては ならない ） 臭気判定士免状申請書 ふりがな 生年月日年月日生 氏名 本籍 住所 年月日臭気判定士試験に合格した。 臭気判定士（合格証書番号第号） となる要件年月日嗅覚検査に合格した。 （合格証書番号第号） 上記により、臭気判定士免状の交付を受けたいので申請します。 年月日 氏名 環境大臣 殿 指定機関代表者 備考 1指定機関に提出する場合には、所定の手続により手数料を納入し、収入印紙は、はらないこと。 2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。  

7



様
式
第
３
号
（
第
１
４
条
関
係
）

様式第3号（第14条関係）（平7総府令42・追加、平11総府令26・平12総府令94・令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 収入印紙 （ 消印しては ならない ） 臭気判定士免状更新申請書 臭気判定士免第号 状番号及び交 付年月日（年月日） ふりがな 生年月日年月日生 氏名 本籍 住所 上記により、臭気判定士免状の更新を受けたいので申請します。 年月日 氏名 環境大臣 殿 指定機関代表者 備考 1指定機関に提出する場合には、所定の手続により手数料を納入し、収入印紙は、はらないこと。 2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。  

様
式
第
４
号
（
第
１
５
条
関
係
）

様式第4号（第15条関係）（平7総府令42・追加、平11総府令26・平12総府令94・令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 収入印紙 （ 消印しては ならない ） 臭気判定士免状再交付申請書 臭気判定士免第号 状番号及び交 付年月日（年月日） ふりがな 生年月日年月日生 氏名 本籍 住所 再交付申請の 理由 上記により、臭気判定士免状の再交付を受けたいので申請します。 年月日 氏名 環境大臣 殿 指定機関代表者 備考 1指定機関に提出する場合には、所定の手続により手数料を納入し、収入印紙は、はらないこと。 2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。  

8



様
式
第
５
号
（
第
１
６
条
関
係
）

様式第5号（第16条関係）（平7総府令42・追加、平11総府令26・平12総府令94・令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 収入印紙 （ 消印しては ならない ） 臭気判定士免状書換え申請書 臭気判定士免第号 状番号及び交 付年月日（年月日） ふりがな 生年月日年月日生 氏名 本籍 住所 書換え申請の 理由 上記により、臭気判定士免状の書換えを受けたいので申請します。 年月日 氏名 環境大臣 殿 指定機関代表者 備考 1指定機関に提出する場合には、所定の手続により手数料を納入し、収入印紙は、はらないこと。 2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。  

様
式
第
６
号
　
削
除

様
式
第
７
号
（
第
１
９
条
関
係
）

様式第7号（第19条関係）（平13環省令6・全改・旧様式第6号繰下、令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 収入印紙 消印しては ならない 臭気判定士受験申請書 ふりがな 生年月日年月日生 氏名 住所電話（）― 受験希望地 私は、次のいずれにも該当しないことを誓約します。 1悪臭防止法施行規則第17条第1項の規定により臭気判定士免状の交付 を取り消され、その日から1年を経過しない者 2悪臭防止法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、 又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しな い者 上記により、臭気判定士試験を受けたいので申請します。 年月日 氏名 環境大臣 殿 指定機関代表者 備考 1指定機関に提出する場合には、所定の手続により手数料を納入し、収入印紙は、はらないこと。 2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。  
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様
式
第
８
号
（
第
２
０
条
関
係
）

様式第8号（第20条関係）（平13環省令6・追加、令2環省令9・一部改正） 第号 臭気判定士試験合格証書 本籍地 （氏名） （生年月日）年月日生 上記の者は、悪臭防止法第13条第1項の規定により実施した臭気指数等に 係る測定に関する必要な知識についての試験に合格したことを証します。 年月日 環境大臣 印 指定機関代表者 備考用紙の大きさは、日本産業規格A列5番とする。  

様
式
第
９
号
（
第
２
１
条
関
係
）

様式第9号（第21条関係）（平7総府令42・追加、平11総府令26・平12総府令94・一部改正、平13環省令6・旧様式第7号繰下、令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 収入印紙 （ 消印しては ならない ） 覚検査受検申請書 嗅 ふりがな 生年月日年月日生 氏名 住所電話（）― 上記により、嗅覚検査を受けたいので申請します。 年月日 氏名 環境大臣 殿 指定機関代表者 備考 1指定機関に提出する場合には、所定の手続により手数料を納入し、収入印紙は、はらないこと。 2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。  
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様
式
第
１
０
号
（
第
２
１
条
関
係
）

様式第10号（第21条関係）（平13環省令6・追加、令2環省令9・一部改正） 第号 嗅覚検査合格証書 本籍地 （氏名） （生年月日）年月日生 上記の者は、悪臭防止法第13条第1項の規定により実施した臭気指数に係 る測定に関する嗅覚についての適性検査に合格したことを証します。 年月日 環境大臣 印 指定機関代表者 備考用紙の大きさは、日本産業規格A列5番とする。  

様
式
第
１
１
号
（
第
２
３
条
関
係
）

様式第11号（第23条関係）（平7総府令42・追加、平12総府令94・一部改正、平13環省令6・旧様式第8号繰下・一部改正、令2環省令9・令2環省令31・一部改正） 指定試験機関指定申請書 年月日 環境大臣殿 所在地 名称 代表者の氏名 悪臭防止法第13条第2項の指定を受けたいので、悪臭防止法施行規則第23 条第2項の規定に基づき下記のとおり申請します。 記 1．指定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 2．指定事務の実施の方法 3．指定事務を開始しようとする年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。  
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様
式
第
１
２
号
（
第
２
６
条
関
係
）

 

様
式
第
１
３
号
（
第
２
８
条
関
係
）

様式第13号(第28条関係) 

表  

12センチメートル  

第   号  

 

 

悪臭防止法第20条第3項の規定による身分証明書 

 
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

写

真 

 

職名及び氏名 

 

年  月  日生    

年  月  日発行   

年  月  日限り有効 

 

市町村長      印   

 

裏  

悪臭防止法抜すい 

第20条 市町村長は、第8条第1項若しくは第2項又は第10条第3項の規定による措置に

関し必要があると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、悪臭原因物

を発生させている施設の運用の状況、悪臭原因物の排出防止設備の設置の状況、事

業場における事故の状況及び事故時の応急措置その他悪臭の防止に関し必要な事

項の報告を求め、又はその職員に、当該事業場に立ち入り、悪臭の防止に関し、悪

臭原因物を発生させている施設その他の物件を検査させることができる。 

2 (略) 

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人に提示しなければならない。 

4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

第28条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処す

る。 
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様
式
第
１
４
号
（
第
２
８
条
関
係
）

様式第14号(第28条関係) 

表  

12センチメートル  

第   号  

 

 

悪臭防止法第20条第3項の規定による身分証明書 

 
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

写

真 

 

職名及び氏名 

 

年  月  日生    

年  月  日発行   

年  月  日限り有効 

 

環境大臣      印   

 

裏  

悪 臭 防 止 法 抜 す い 

第20条 (略) 

2 環境大臣は、試験検査事務の適正な実施を確保するために必要があると認めると

きは、指定機関に対し、試験検査事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職

員に、指定機関の事務所に立ち入り、試験検査事務の状況若しくは設備、帳簿、書

類その他の物件を検査させることができる。 

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人に提示しなければならない。 

4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

第29条 第20条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした

指定機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。 
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